
御前崎市教育委員会　社会教育課芸術文化係　文化財担当
静岡県御前崎市池新田5585番地　　　℡(0537)29-8735

・発掘調査依頼書【書式第4号】の提出
・発掘調査承諾書【書式第5号】の提出

教育委員会と事業者との契約等の締結

(注)　埋蔵文化財は地上からの確認が困難ですので、包蔵地の
隣接地等の場合は所在有無の回答の事前に試掘・確認調査を実
施したり、工事中に立会いが必要な場合があります。

(※)事業者が個人等で原因者負担とすることが困難な場合、発
掘調査に係る経費は、公的補助を受けることが出来ます。

個人住宅造成等の場合(※)

発掘調査のための通知の提出（文化財保護法９９条）

教育委員会による発掘調査の実施

発　掘　調　査　の　終　了
（調査終了後、出土品の整理、報告書の刊行、保存処理等）

開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い手続きの流れ

開発事業の立案・計画

包蔵地の隣接地等で埋蔵文化財
が所在する可能性あり

埋蔵文化財有 埋蔵文化財無 埋蔵文化財有

御前崎市教育委員会に埋蔵文化財の所在の有無につい
て照会する。(書式第1号)

試掘・確認調査の実施【書式第2・5号】

包蔵地に該当する

遺跡地図・現地踏査等により埋蔵文化財包蔵地に該当するか回答

周知の埋蔵文化財包蔵地への登録

教育委員会と事業主とで埋蔵文化財の取扱いについて協議

個人住宅造成等の場合以外

照会

回答

試掘
確認
調査

工事による埋蔵文化財
への影響軽微

工事による埋蔵文化財
への影響有

該当し
ない

埋蔵文化財無

遺跡発見に関する届出提出（法96条）
【県埋文保護事務規則 様式第7号】

工　　　　事　　　　の　　　　着　　　　手

試掘・確認調査の実施【書式第2・5号】

不時
発見

協議

発掘
調査

土木工事等の為の発掘に関する届出・通知の提出（法第93条・第94
条）  【静岡県埋蔵文化財保護事務規則　様式第3号】

工事立会【書式第3号】
慎重工事・現状保存

工事中に埋蔵文化財を発見
【工事の一時中断】

【教育委員会へ連絡】


